
亀山市石水渓キャンプ場施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年６月２８日 

亀山市長 櫻 井 義 之    

亀山市規則第１９号 

 

亀山市石水渓キャンプ場施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 

亀山市石水渓キャンプ場施設条例施行規則（平成１７年亀山市規則第８７号）の一部

を次のように改正する。 

様式第７号中 

「 

                                     を 

                                    」 

「 

                                       

に 

 

                                     」 

改める。 

附 則 

 この規則は、令和６年７月１日から施行する。 

 

屋内研修施設内 

シャワー設備 

 
１人１回 円 

 

屋内研修施設内 

シャワー設備 

 
１人１回 円 

バンガロー施設内 

冷暖房設備 

午後４時から翌
日午前９時まで 

１棟 円 

午前１０時から
午後３時まで 

１棟 円 

 


